
泊発電所３号炉　前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

1

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

とりまとめた資料-2

2-1）設備の相違①について，先行プラント情報追記（下線部参照）

ほう酸注入タンクを経由して発電用原子炉へほう酸水を注入しているプラン
トは，川内1/2号炉，高浜1/2号炉，高浜3/4号炉，美浜3号炉である。
大飯3/4号炉，伊方3号炉，玄海3/4号炉は，ほう酸注入タンク非設置。

2

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

とりまとめた資料-2

2-1）設備の相違②について，先行プラント情報追記（下線部参照）

泊3号炉は，制御棒の炉底位置を中央制御盤の画面表示にて確認する。な
お，制御棒の炉底位置は大型表示盤でも確認可能である。（高浜1/2号炉，
美浜3号炉同様）

3

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

とりまとめた資料-3

2-2）記載方針の相違①について，先行プラント情報追記（下線部参照）

泊3号炉は，技術的能力1.0にて整理する要員の名称を記載している場合，改
めて要員名称の定義は記載しないこととしている。（伊方3号炉同様）

4

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

とりまとめた資料-3

2-2）記載方針の相違②について，先行プラント情報追記（下線部参照）

泊3号炉は，手動による原子炉緊急停止における操作手順の動作状態を示す
系統概要を確認できるように概要図を示している。（伊方3号炉，玄海3/4号
炉同様）なお，大飯3/4号炉と泊3号炉で対応手段に相違なし。（例：比較表
p 1.1-14）

5

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

とりまとめた資料-3
2-2）記載方針の相違におけるNo.③の誤記を修正（下線部参照）
(旧)第1.1.7図
(新)第1.1.8図

6

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-6
脱字修正（下線部参照）
(旧)運転時の異常な過渡変化時において発電用原子炉
(新)運転時の異常な過渡変化時において，発電用原子炉

技術的能力 1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

7

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-6 同上

8

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-9
原子炉出力抑制（手動）による流路と給電に使用する設備の追記
　・２次冷却設備（蒸気タービン設備）配管・弁

9

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-8 同上

10

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-11
相違理由について追記

【女川】炉型の相違による対応手段の相違

11

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-12
脱字修正（下線部参照）
(旧)自主対策設備と位置付ける。
(新)自主対策設備として位置付ける。

12

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-12 同上

13

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-12
誤記修正（下線部参照）
(旧)上記の「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」
(新)上記「ａ．フロントライン系故障時の対応手段及び設備」
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

14

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-12 同上

15

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-13

相違理由について追記

【女川】記載内容の相違
サポート系故障（電源喪失）を想定していないことについては女川と同様で
あるが，給電が必要となる設備について確認できるように整理する。（先行
PWR同様）

16

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-14から1.1-21

以下の対応手段の操作手順について，発電課長（当直）から運転員への指示
及び運転員から発電課長（当直）への報告を追記
　(1)手動による原子炉緊急停止
　(2)原子炉出力抑制（自動）
　(3)原子炉出力抑制（手動）
　(4)ほう酸水注入

17

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-14から1.1-19 同上

18

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-15

相違理由について追記

【大飯】記載内容の相違
中央制御室の対応操作を１名にて実施することは伊方，川内，玄海と同様で
あるい。また，想定時間について伊方と同等である。

19

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-16
相違理由の誤記を変更（下線部参照）
(旧)泊は第1.1.7図で示すタイムチャートの所要時間を記載している。
(新)泊は第1.1.9図で示すタイムチャートの所要時間を記載している。

20

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-19
以下の誤記を修正（下線部参照）
(旧)上記の操作は，中央制御室にて運転員（中央制御室）１名にて
(新)上記の操作は，運転員（中央制御室）１名にて
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

21

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-18 同上

22

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-18

相違理由について追記

【大飯】記載内容の相違
中央制御室の対応操作を１名にて実施することは伊方，川内，玄海と同様で
ある。

23

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-19

以下の相違理由について，先行プラントの情報を追記（下線部参照）

【大飯】記載表現の相違
記載表現は，高浜3/4号炉，川内と同様

24

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-25
第1.1.1表修正
　・２次冷却設備（蒸気タービン設備）配管・弁の追記

25

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-25 同上

26

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-32
1.1-33

第1.1.2図及び第1.1.3図修正（下線部参照）
また，原子炉トリップ遮断器を現場で開放できることについて追記。

(旧)MGセット制御盤1，2
(新)制御棒駆動装置用電源制御盤1，2

27

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-34
1.1-37

同上
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No 資料名称 該当ページ 適正化内容 備考

28

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-34
第1.1.4図修正
　・ATWS緩和設備により自動動作する弁の開閉状態について追加

29

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-38 同上

30

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-34
1.1-36

第1.1.4図及び第1.1.6図修正
　・タービン動補助給水ポンプ駆動蒸気元弁の追加
　・主蒸気安全弁の開表記を削除

31

泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-38
1.1-40

同上
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泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-39

第1.1.9図修正
(3)原子炉出力抑制（手動）の誤記修正（下線部参照）
　(旧)原子炉トリップ（中央制御盤手動操作）
　(新)原子炉トリップ
(4)ほう酸水注入の操作手順番号の変更
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泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-43 同上
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泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101 r.5.0）

1.1-40
1.1-41
1.1-42

第1.1.9図，第1.1.10図及び第1.1.11図修正
　・弁追加
　・充てんポンプ自己冷却の修正
　・凡例追加及び修正
　・充てんポンプ出口ラインの修正
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泊発電所３号炉　「実用発電用原子炉に係る発電用原
子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な
措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基
準」に係る適合状況説明資料　比較表
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするた
めの手順等（SAT101-9 r.5.0）

1.1-44
1.1-45
1.1-46

同上
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